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（注意）本人と偽り、証明書の交付を受けると罰金に処せられます。（戸籍法第１３５条、住民基本台帳法第４６条第２号） 

読谷村長 殿                                年     月     日 

委任状 

《すべて委任者（依頼する人）本人が記入してください》 

◆ 委任者 住 所                                                       

（依頼する人）  氏 名                     生年月日       ・    ・     

ＴＥＬ                      

私は、次の者を代理人と定め、下記権限を委任します。 

◆ 代理人 住 所                                                       

（窓口に来る人）  氏 名                          続 柄                  
 

◆ 委任事項 （該当箇所に記入し、必要な項目に☑チェックしてください） 

使用目的、提出先 等                                    
 
  【戸籍関係】 

本籍  

筆頭者  
必要な方の氏名 

（個人の場合） 
 

□戸籍謄本（全員）        通 

□戸籍抄本（個人）        通 

□除籍・改製原戸籍 

（全員・個人）           通 

□戸籍の附票（全員・個人）        通 

[ □本籍・筆頭者 □在外選挙人登録地 ] 

□身分証明書                 通 

□その他（        ）                 通 

 

 【住民票関係】 

必要な方の氏名  

□住民票謄本（全員）         通 

□住民票抄本（個人）         通 

□除票                   通 

□その他（         ）      通 

 

記載項目 

□本籍    □続柄  

□個人番号  □住民票コード 

   ※ 個人番号・住民票コード入りの住民票を希望する場合、郵送での交付となりますので、

4４4円分の切手を貼った返信用封筒もご準備ください。 
 

 【住所の異動等】 

□転入     □転居     □転出 

□世帯分離  □世帯合併  □世帯主変更  □その他（          ） 

備考  

 
※記入漏れ・内容に不備がある場合、手続きをお断りする場合があります。ご了承ください。 

※本人記入が難しい場合は、代筆者を明記し、委任者氏名の横に委任者の拇印を押して下さい。 

（抄本・除票の場合） 



 

※ 下記 以外の場合 は、委任状が必要です。 

 

 「戸籍」  ⇒  ①本人等請求 

     ・同じ戸籍に記載されている者 

     ・配偶者 

     ・直系の者（父母・祖父母・子・孫 等） 

②第三者請求 ※使用目的等の確認を行い、必要に応じ資料の提示を求めます。 

「身分証明書」 ⇒  本人のみ請求可能（未成年の場合は親権者も請求可能） 

「受理証明書」 ⇒  届出人 

「住民票」  ⇒  ①本人等請求 

     ・同じ住民票に記載されている者 

②第三者請求 ※使用目的等の確認を行い、必要に応じ資料の提示を求めます。 

「住民異動届」 ⇒  同じ住民票に記載されている者または法定代理人 

 

 

 

※ マイナンバー（個人番号）等を記載した住民票を代理人が申請する際の 

注意点 
 

マイナンバー（個人番号）及び住民票コードが記載された住民票の写しは、委任状があっても

窓口で代理人に直接交付することはできません。 

請求者ご本人から委任された代理人の方が、窓口にて申請・手数料のお支払いをして頂い

た後、請求者ご本人の住所登録地あてに直接郵送いたします。ご了承ください。 

 

 

 

 


